
 
 

 
市営住宅における 
「車いす使用者世帯向け住戸」を大幅に増やします！ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問い合わせ先 住宅都市局住宅部住宅計画課 上川、安河内  電話：092-711-4548（内 3415）  

福岡市の市営住宅においては、これまで、建替えや改善に際して手すりやスロープの 
設置などのバリアフリー化を順次進めてきました。 
このたび、高齢化の進展による更なる需要の高まりを見据え、「車いす使用者世帯向け 

住戸」の整備戸数を下記のとおり大幅に増やすことといたしました。 
引き続き、ユニバーサル都市・福岡の実現に向けた取組みを進めてまいります。 

 
 
 
 
 
 
 

 

                        令和５年６月 27日 
住宅都市局住宅部 

 

令和５年度に着手する新築（建替え）工事から 
１階 は 全て 車いす使用者向け住戸 として整備します 

様々なニーズに対応できるよう、２つのプランを用意 

①車いす使用者世帯専用住戸 

（2LDK約 60㎡、3LDK約 70㎡） 

 ・車いす専用のフルスペックの水準 

 ・車いす利用者世帯が入居可 

②車いす使用者世帯配慮住戸 
（2DK約 40㎡・約 50㎡） 

 ・車いすも生活できる基本的な水準 

 ・車いす利用者世帯や高齢者世帯等が入居可 

玄関ドアを引戸化 廊下幅の拡大（0.8m程度→1.5m） 流し台を車いす対応 

浴槽・トイレ・洗面所を車いす仕様 

【整備方針】 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【プラン概要】 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


